
企業版ふるさと納税

本制度を活用した寄附を通じて、国が認定した地域再生計画に位置付けられる豊橋市の
地方創生の取り組みを応援いただいた場合に、法人関係税から税額控除する仕組みです。

損金算入による軽減効果（寄附額の約３割）と合わせて、税額控除（寄附額の最大６割）
により、最大で寄附額の約９割が軽減され、実質的な企業の負担が約１割まで軽減されます。

↑
内閣府企業版ふるさと納税

ポータルサイト

企業版ふるさと納税とは？

損金算入
（約３割）

税額控除
（最大６割）

企業負担
（約１割）

寄附額

企業版ふるさと納税

通常の寄附

※税額控除の手続（申告）や算出に関しては税理士や所管する税務署にご相談ください。

例：1,000万円寄附すると、最大約900万円の法人関係税が軽減

❷法人税

寄附額の４割を税額控除。(法人住民税法人税割額の20％が上限)

法人住民税で４割に達しない場合、その残額を税額控除。
ただし、寄附額の1割を限度。（法人税額の５％が上限）

寄附額の２割を税額控除（法人事業税額の20％が上限）

❶法人住民税

❸法人事業税

寄附の流れ

寄附したい
事業を探す

寄附の
申し出

寄附金の
納付

受領証
受取

＜決算時＞
税の申告

２週間程度で完了！

感謝の気持ちとして、豊橋市より寄附額に応じた御礼をさせて頂きます。
寄附による社会貢献を通じて、寄附企業様のイメージアップ等に繋げていただけますと幸いです。
※有利な条件での入札等の経済的な利益の供与は禁止されております。
※ベネフィットはご希望される企業様に対し実施するものであり、必須ではございません。

●市ＨＰでの企業名等の記載
●感謝状の贈呈

10万円～の
寄附

●市ＨＰでの企業名等の記載
●感謝状の贈呈
●感謝状贈呈式の実施

100万円～の
寄附

寄附に対するベネフィット
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